
﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

国
立
研
究
開
発
法
人
防

災
科
学
技
術
研
究
所
施

設
整
備
費
補
助
金

国
立
研
究
開
発
法
人
防

災
科
学
技
術
研
究
所
施

設
整
備
費
補
助
金

事
前
防
災
対
策
総
合
推

進
事
業
費
補
助
金

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
度
予
算
に
係
る
補
助
事
業
等
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
か
ら
適
用
す
る
。

そ

の

他

告

示

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

（
訳
文
）第

四
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

第
一
次
多
数
国
間
投
資
基
金
（
以
下
「
第
一
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
」
と
い
う
。）は
、
千
九
百
九
十
二
年
二
月
十
一
日
に
作
成
さ

れ
、
二
千
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
有
効
期
間
が
更
新
さ
れ
た
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定
に
よ
っ
て
設

置
さ
れ
た
の
で
、

第
二
次
多
数
国
間
投
資
基
金
（
以
下
「
第
二
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
」
と
い
う
。）は
、
二
千
五
年
四
月
九
日
に
作
成
さ
れ
、
二
千

七
年
三
月
十
三
日
に
効
力
を
生
じ
た
第
二
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定
（
以
下
「
第
二
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
設
定
協

定
」
と
い
う
。）に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
そ
の
時
に
第
一
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
は
終
了
し
、
そ
の
資
産
及
び
債
務
は
第
二
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ

に
引
き
継
が
れ
た
の
で
、

第
二
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
設
定
協
定
は
、
第
二
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
設
定
協
定
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
二
千
二
十
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
有
効
期
間
が
更
新
さ
れ
た
の
で
、

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
（
以
下
「
第
三
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
」
と
い
う
。）は
、
二
千
十
七
年
四
月
二
日
に
作
成
さ
れ
、
二

千
十
九
年
三
月
十
二
日
に
効
力
を
生
じ
た
第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定
（
以
下
「
第
三
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
設

定
協
定
」
と
い
う
。）に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、
そ
の
時
に
第
二
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
の
資
産
及
び
債
務
は
第
三
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
に
よ
っ
て

規
律
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動

車
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
二
月
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
及
び
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示

（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
以
下
「
保
安
基
準
」
と
い
う
。）第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省

告
示
第
六
百
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
自
動
車
等
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動

車
の
自
動
車
製
作
者
等
そ
の
他
保
安
上
又
は
公
害
防
止
上
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
支
障
を
生
じ
た

と
き
に
改
善
措
置
を
適
確
に
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か

ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
、
側
車

付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽け
ん

引
自
動
車
を
除
く
。）そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
。

（
認
定
の
告
示
）

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

告
示
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
の
告
示
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
告
示
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
六
十
三
号

一

日
本
国
政
府
は
、
令
和
六
年
三
月
十
日
に
プ
ン
タ
カ
ナ
で
作
成
さ
れ
た
「
第
四
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す

る
協
定
」
の
受
諾
書
を
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
に
米
州
開
発
銀
行
に
寄
託
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
協
定
は
、
そ
の

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
従
い
、
同
日
、
効
力
を
生
じ
た
。

な
お
、
同
協
定
の
締
約
国
は
、
令
和
八
年
一
月
七
日
現
在
、
我
が
国
を
除
き
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

バ
ハ
マ
国
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
リ
ー
ズ
、
カ
ナ
ダ
、
チ
リ
共
和
国
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
共
和
国
、

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
共
和
国
、
ガ
イ
ア
ナ
協
同
共
和
国
、
ハ
イ
チ
共
和
国
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
共
和
国
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、

パ
ラ
グ
ア
イ
共
和
国
、
ペ
ル
ー
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
、
ス
リ
ナ
ム
共
和
国
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
、
ス
イ
ス
連

邦
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

二

令
和
六
年
三
月
十
日
に
プ
ン
タ
カ
ナ
で
作
成
さ
れ
た
「
第
四
次
多
数
国
間
投
資
基
金
の
管
理
の
た
め
の
協
定
」は
、

そ
の
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
従
い
、
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
、
効
力
を
生
じ
た
。

な
お
、
同
協
定
の
締
約
国
は
、
令
和
八
年
一
月
七
日
現
在
、
我
が
国
を
除
き
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

バ
ハ
マ
国
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
リ
ー
ズ
、
カ
ナ
ダ
、
チ
リ
共
和
国
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
共
和
国
、

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
共
和
国
、
ガ
イ
ア
ナ
協
同
共
和
国
、
ハ
イ
チ
共
和
国
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
共
和
国
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、

パ
ラ
グ
ア
イ
共
和
国
、
ペ
ル
ー
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
、
ス
リ
ナ
ム
共
和
国
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
、
ス
イ
ス
連

邦
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

令
和
八
年
二
月
十
六
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充


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